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JSG ニュースレター 

<Tax> 

「税関が実施する会計年度移転価格一括調整に係

る課税価格査定に関する作業要点」の一部改正 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

台湾の財政部関務署は 2022 年 4 月 22 日付で、台関稽字第 1111004753 号にお

いて、「税関が実施する会計年度移転価格一括調整に係る課税価格査定に関する

作業要点」の一部規定改正について発布し、即日施行となりました。営利事業が

2022 年 1 月 1 日から本作業要点の改正前（2022 年 4 月 22 日より前）の間に、

すでに第 3 点の規定による輸入申告を行っており、税関で代理徴収された部分に関し

ては、国庫専用預金の受領書兼送金申請書を入手している場合、改正後の第 6 点

の規定により、税関で代理徴収された部分に関して、「税関の輸入貨物にかかる税金

納付証明兼送金申請書」の発行を改めて申請することが可能です。 

今般の主な改正点は以下のとおりです。 

プロフォーマインボイス（中国語：預估商業發票）とコマーシャルインボイス（中国

語：商業發票）について（作業要点第 3点と第 7点） 

国境を越えた有形資産の関連者取引を行う営利事業が、輸入貨物の課税価格に、

移転価格の一括調整を適用するにあたり、貨物輸入時にプロフォーマインボイス上の暫

定価格で税関に輸入申告を行い、貨物引取のための保証金の納付を申請する場合、

当該プロフォーマインボイスに中国語で「預估」（「proforma」の意味）や同義の外国
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http://www2.deloitte.com/tw/tc.html
http://www2.deloitte.com/tw/tc.html


語の記載がなくてはならず、税関は必要に応じて、営利事業に関連説明文書の提供を

要求することができる。 

その後、営利事業が会計年度の終了一か月以内に、課税価格の査定のため、税関に

正式なコマーシャルインボイスを提出する際、当該コマーシャルインボイスには中国語で

「商業發票」（「commercial invoice」の意味）や同義の外国語の記載がなくてはな

らず、同様に、税関は必要に応じて、営利事業に関連説明文書の提供を要求すること

ができる。 

輸入貨物にかかる税金納付証明(作業要点第 5、6点) 

税関は営利事業から提出されたプロフォーマインボイスと貨物価格申告書を審査し、

納付すべき税額に応じた保証金の額を計算する。 本作業要点の改正前は、税関が

十分な保証金の受領に基づき国庫専用預金の「受領書兼送金申請書」を発行して

いたが、当該金額に営業税は含まれず、税関は別途、「税関の輸入貨物にかかる税

金納付証明兼送金申請書」を発行し、申請者の仕入税額の証憑としていた。今般

改正後、税関は輸入税以外の代理徴収される税金について、「税関の輸入貨物にか

かる税金納付証明兼送金申請書」を輸入者に発行する。 

会計年度の移転価格一括調整にかかる輸入申告書と正式なコマーシャルインボイス

との照合表 (作業要点第 7点) 

営利事業は会計年度の終了一か月以内に，税関に正式なコマーシャルインボイスを

提出し、課税価格の査定を申請する際、改正前の作業要点に基づき、会計年度の

移転価格一括調整による、輸入貨物の課税価格査定申請書および添付が必要と

される書類（関連者取引の契約書、コマーシャルインボイス、支払証明など）を添付

するほか、会計年度の移転価格一括調整にかかる輸入申告書とコマーシャルインボイ

スとの照合表も提出する必要がある。当該表には以下の内容を含むものとする。 

‧ 営利事業情報および申請内容（統一番号、連絡先、提出先の税関、会計

年度、申請日、通貨単位を含む） 

‧ コマーシャルインボイスの明細（コマーシャルインボイスの番号と金額を含む） 

‧ 輸入申告書とコマーシャルインボイスの照合表（申告書番号、項目番号、貨物

名、プロフォーマインボイス番号と項目番号、調整金額、コマーシャルインボイスの

番号と項目番号、コマーシャルインボイスでの正式な価格を含む） 

主管当局となる税関(作業要点第 16 点) 

営利事業（すなわち申請者）が移転価格の一括調整を申請する際に、その輸入貨

物が複数の税関を通過して輸入されている場合、申告書数の多い税関を申請案件

の主管当局とし、申告書数が同じ場合は、輸入申告における課税総額の多い税関

を主管当局とする。 

 

勤業衆信の見解 

今回の改正は、主にこの作業要点の施行後の実務における主管機関と納税者との

間でよく問題となる部分について、補足的な規定を定めたものです。第一に、申請・受

理の際に、書類の認識に関する税関と申請者の間の論争を避けるために、プロフォー

マインボイスやコマーシャルインボイス上にはその同義を表す文字を記載する必要があり

ます。 



また、貨物輸入時に暫定価格により当該税金、保証金を計算し、輸入税以外に代

理で徴収された税金（貨物税など）について、「税関の輸入貨物にかかる税金納付

証明兼送金申請書」を発行することを明確に定め、代理徴収される税金の手続きに

おける問題解決を図っています。 例えば、税関で代理徴収された税金の還付手続き

を行う場合、本改正の公布前は、営業税以外に代理徴収された税金については、

「税関の輸入貨物にかかる税金納付証明」が取得できず、一般的な輸入案件の還

付手続よりも時間がかかり、申請のハードルが高くなっていました。本改正後、2022 年

1 月 1 日から公布日までの輸入案件についても、営利事業は、税関で代理徴収され

た税金に関して、「税関の輸入貨物にかかる税金納付証明兼送金申請書」の発行

申請を行うことが可能です。 

当事務所のこれまでの経験によると、当該作業要点の施行後も、税関の実務上、こ

れらの案件は依然として、従来の関税法課税価格の査定方法を用いて審査されるこ

とがほとんどでした。 例えば、年度の移転価格一括調整案件を審査する際、一部の

税関当局は申請者に、会計士の監査報告書、営利事業所得税申告書や製品の

利益率に関する説明資料の提出も同時に求め、移転価格調整に対する価格調整の

根拠を何とするのかは、いまだ不明確な部分もあります。 

申請件数の増加に伴い、今後、税関の当該案件審査において、移転価格文書が参

照されるのか、現行の審査の方向性が変わるのかは、今後注目されるところです。 
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日商組新聞稿 

<Tax> 

修正「海關實施會計年度一次性移轉訂價核定完

稅價格作業要點」部分規定，並自即日生效。 

 

關務署於民國(以下同)111 年 4 月 22 日發布台關稽字第 1111004753 號，修

正「海關實施會計年度一次性移轉訂價核定完稅價格作業要點」部分規

定，並自即日起生效。營利事業於 111 年 1 月 1 日至本作業要點 111 年 4

月 22 日修正發布前，已依第三點規定申報進口報單並就海關代徵稅費部

分取得國庫專戶存款收款書兼匯款申請書之案件，得依修正後第六點規

定，就海關代徵稅費部分向海關申請改發海關進口貨物稅費繳納證兼匯

款申請書。 

本次修正重點： 

預估商業發票與正式商業發票(作業要點第三點及第七點) 

從事跨境有形資產移轉受控交易之營利事業，擬適用一次性移轉訂價調

整其貨物進口之完稅價格，於貨物進口時採用預估商業發票上載之暫訂

價格向海關申報進口並申請繳納保證金先行驗放貨物者，該預估商業發

票上應載有「預估」或相同文意之外文字樣，必要時，海關得要求營利

事業提供相關說明文件。 

嗣後營利事業於會計年度結束後一個月內，向海關提交正式商業發票申

請核定完稅價格時，該正式商業發票上應載有「商業發票」或相同文意

之外文字樣，必要時，海關得要求營利事業提供相關說明文件。 

https://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL010748
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進口貨物稅費繳納證(作業要點第五、六點) 

海關審核營利事業檢送之預估商業發票及貨價申報書後，按應納稅費核

算足額保證金。該作業要點修訂前，海關依足額保證金所掣發之國庫專

戶存款收款書兼匯款申請書，其金額不含營業稅，該稅由海關另核發海

關進口貨物稅費繳納證兼匯款申請書，作為申請人進項憑證；本次修訂

後，海關將針對進口稅以外之其餘代徵稅費核發海關進口貨物稅費繳納

證兼匯款申請書予進口人。 

會計年度一次性移轉訂價進口報單與正式商業發票勾稽清表(作業要點第

七點) 

營利事業於會計年度結束後一個月內，向海關提交正式商業發票申請核

定完稅價格時，除應按修正前作業要點檢送營利事業會計年度一次性移

轉訂價進口貨物完稅價格核定申請書及應檢附之文件如受控交易合約、

正式商業發票、付款證明等文件外，另須檢送會計年度一次性移轉訂價

進口報單與正式商業發票勾稽清表，該表應填具之內容包括： 

‧ 營利事業資訊及申請資訊，包括統一編號、聯絡方式、受理海關、

會計年度、申請日期、貨幣單位 

‧ 正式商業發票清單，包括正式商業發票編號與金額 

‧ 進口報單與正式商業發票勾稽表，包括報單號碼、項次、貨名、預

估商業發票編號項次、預估商業發票所報暫定價格、調整金額、正

式商業發票編號項次、正式商業發票所報正式價格 

主辦海關(作業要點第十六點) 

營利事業(即申請人)申請一次性移轉訂價案件，其貨物進口涉多個關區，

於申請核定完稅價格時，以報單數較多之海關關區為案件之主辦關；報

單數相同者，以進口報單所載完稅價格總額較多者為主辦關。 

勤業眾信觀點 

本次修正主要針對自該要點實施以來實務上主管機關與納稅人間的常見議題

訂定補充規定。首先是預估商業發票與正式商業發票的文件上須載明具相同

文義之字樣，避免海關及申請人雙方在受理及核定申請時對文件認定的爭

議。再來是明確規定海關於貨物進口時以暫訂價格核算相關稅費保證金後，

將針對進口稅部分以外代徵稅費(如：貨物稅)核發海關進口貨物稅費繳納證

兼匯款申請書，解決申請人涉及海關代徵稅費案件程序爭議。例如，海關代

徵稅費如涉及退稅程序，在本修正要點公布前，除了營業稅以外之代徵稅

費，可能因無法取得海關進口貨物稅費繳納證，而無法比照一般進口案件退

稅時程取得退稅款，進而降低申請之意願，本要點公布後，自 111 年 1 月 1

日起至公布日間之進口案件，營利事業得就海關代徵稅費部分向海關申請改

發海關進口貨物稅費繳納證兼匯款申請書。 

勤業眾信觀察海關自該作業要點實施以來，海關實務上審查此類案件仍多採

既有關稅法完稅價格之核定方法。例如，部分海關於審查年度一次性移轉訂

價調整案件時，亦會要求申請人提出會計師查核報告、營利事業所得稅申報

書或其他與產品利潤率有關之說明資訊供核，對移轉訂價調整作為價格調整

依據仍多所保留。 

隨著此類申請案件數量日增，未來海關審查此類案件是否會參考移轉訂價文

據或調整目前審查方向尚有待觀察。 
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